
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年２月２８日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

会議用マイクスピーカーシステム 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、設置、収納が簡単に行える会議用のマイクスピーカーシステムである。

 議長ユニット（１台）と参加者ユニット（最大３０台）があり、最大３１名によ

る会議が可能である。 

 

○構造、仕様、意匠 

 電源部（アンプユニット）と議長ユニット（ＤＣ１５Ｖ）とを専用５心ケーブル

を用いて接続器接続し、議長ユニットと参加者ユニット（ＤＣ１５Ｖ）は、専用８

心ケーブルを用いて接続器接続する。 

 電源部（アンプユニット）に音声出力端子、ボリュームつまみ、ＤＣソケットを

有している。 

定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、７５Ｗ 

 

○主な使用者、販売先 

法人、地方自治体等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、電子応用機械器具の「その他の音響機器」とし

て取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、電源部（アンプユニット）と議長ユニット及び参加者ユニットが一体

不可分の関係で使用される会議用マイクスピーカーシステムであることから、総体

を「その他の音響機器」として取り扱うことが妥当と判断する。 

 


